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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
二
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
常
の
火
災
時

に
お
い
て
相
互
に
火
熱
に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
四
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
相
互
に
火
熱
に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
の
構
造

方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
相
互
に
火
熱

に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
二
以
上
の
部
分
を
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
特
定
空
間
部
分
（
令
第
百
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
空
間

部
分
を
い
い
、
当
該
部
分
に
階
段
（
令
第
百
二
十
条
又
は
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
直
通
階
段
（
令
第
百
二
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
階
段
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
避
難
階
段
を
除
く
。
）
を
除
く
。
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）
の
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
便
所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

を
含
む
。
）
又
は
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
（
当
該
昇
降
機
の
乗
降
の
た
め
の
ロ
ビ
ー
の
部
分
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
接
す
る
部
分
（
特
定
空
間
部
分
と
床
で
区
画
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

イ

居
室
（
玄
関
ホ
ー
ル
、
ロ
ビ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
し
な
い
こ
と
。

ロ

高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吹
抜
き
と
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
。

ハ

各
階
に
お
け
る
水
平
断
面
が
直
径
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
円
が
内
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
。
以
下
同
じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
部
分
（
特
定
空
間
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
廊
下
そ
の
他
の
通
路
で
あ
っ
て
、
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分

の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
（
以
下
「
廊
下
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
部
分
（
特
定
空
間
部
分
と
床
で
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
チ

及
び
次
号
に
お
い
て

(５)
(ⅱ)
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同
じ
。
）
の
最
下
階
の
特
定
廊
下
等
（
特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
廊
下
等
を
い
い
、
特
定
空
間
部
分
と
耐
火
構
造
の
床

若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
幅
が
四
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ト

特
定
空
間
部
分
と
特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
部
分
と
が
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
令
第

百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
空
間
部
分
が
い
ず
れ
の
階
に
お
い
て
も
二
以
上
の
み
な

し
防
火
区
画
部
分
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
あ

っ
て
、
特
定
空
間
部
分
と
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
ト
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
接
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
み
な
し
防
火
区
画
部
分
が
当
該
部
分
の
存
す
る
階
に
お
い
て
他
の
み
な

し
防
火
区
画
部
分
に
接
し
な
い
場
合
（
当
該
み
な
し
防
火
区
画
部
分
と
特
定
空
間
部
分
と
の
接
点
と
当
該
他
の
み
な
し

防
火
区
画
部
分
と
特
定
空
間
部
分
と
の
接
点
と
を
結
ん
だ
線
の
長
さ
の
最
小
値
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

チ

次
に
定
め
る
構
造
と
し
た
排
煙
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

(１)
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排
煙
口
は
、
特
定
空
間
部
分
の
天
井
の
高
さ
の
二
分
の
一
以
上
の
高
さ
の
位
置
に
設
け
、
直
接
外
気
に
接
す
る
場

(２)
合
を
除
き
、
排
煙
風
道
に
直
結
す
る
こ
と
。

排
煙
口
に
は
、
常
時
外
気
に
開
放
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
手
動
開
放
装
置
（
令
第
百
二
十
六
条
の
三

(３)
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
構
造
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
遠
隔
操
作
方
式
に
よ

(３)

る
開
放
装
置
及
び
手
動
開
放
装
置
又
は
煙
感
知
器
と
連
動
す
る
自
動
開
放
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

排
煙
口
に
は
、
常
時
外
気
に
開
放
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

の
手
動
開
放
装
置
若
し
く
は
煙
感
知
器

(４)

(３)

と
連
動
す
る
自
動
開
放
装
置
又
は
遠
隔
操
作
方
式
に
よ
る
開
放
装
置
に
よ
り
開
放
さ
れ
た
場
合
を
除
き
閉
鎖
状
態
を

保
持
し
、
か
つ
、
開
放
時
に
排
煙
に
伴
い
生
ず
る
気
流
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
戸
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を
設
け
る
こ
と
。

排
煙
口
が
直
接
外
気
に
接
す
る
場
合
を
除
き
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
た
排
煙
機
を
設
け
る
こ
と
。

(５)

一
の
排
煙
口
の
開
放
に
伴
い
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(ⅰ)

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
排
煙
風
量
以
上
の
空
気
を
排
出
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(ⅱ)
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こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

排
煙
風
量
（
単
位

立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
火
災
部
分
（
各
特
定
部
分
（
特
定
廊
下
等
に
接
す
る
特
定
空

間
部
分
以
外
の
部
分
（
当
該
特
定
廊
下
等
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ

れ
た
部
分
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
廊
下
等
以
外
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定

防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
空
間
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
熱
気
流
の
質
量
流
量
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。各

火
災
部
分
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
熱
気
流
の
質
量
流
量
（

単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
特
定

空
間
部
分
に
お
け
る
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類

特
定
空
間
部
分
に
お
け
る

一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量

特
定
部
分
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特
定
空
間
部
分

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す

る
。

特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（

単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と

す
る
。

当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
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ト
）次

の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
質

量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

当
該
火
災
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
各
開
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口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
か
ら
当
該
各
開
口
部
の
上
端

の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
開
口

部
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
の
温
度
（
単
位

度
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表

す
も
の
と
す
る
。

当
該
火
災
部
分
の
温
度
（
単
位

度
）

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
耐
火
性
能
検
証
法
告
示
」
と
い
う
。
）
第
三
第
一

(ⅱ)号
イ

に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
に
お
け

(２)
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る
火
災
温
度
上
昇
係
数

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
に
お
け
る
火
災

継
続
時
間
（
単
位

分
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
火
災
部
分
に
お
け
る
火
災
継
続
時
間
（
単
位

分
）耐

火
性
能
検
証
法
告
示
第
一
第
一
項
に
掲
げ
る
式
に

よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
内
の
可
燃
物
の
発
熱

量
（
単
位

メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
）
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耐
火
性
能
検
証
法
告
示
第
二
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て

計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
内
の
可
燃
物
の
一
秒
間
当
た

り
の
発
熱
量
（
単
位

メ
ガ
ワ
ッ
ト
）

耐
火
性
能
検
証
法
告
示
第
二
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
内

の
可
燃
物
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

メ
ガ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
噴
出
火
炎
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
生
限
界
発
熱
量
（

単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の

と
す
る
。噴

出
火
炎
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
生
限
界
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ

ト
）
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当
該
火
災
部
分
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面
積

（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
火
災
部
分
の
壁
に
設
け
た
各
開
口
部

（
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
も
の
又
は
直
接
外
気
に
接
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
口
因
子
の
合
計
（
単

(ⅱ)

位

メ
ー
ト
ル5

/
2

）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。

当
該
火
災
部
分
の
壁
に
設
け
た
各
開
口
部
の
開
口
因
子
の
合

計
（
単
位

メ
ー
ト
ル5

/
2

）
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当
該
開
口
部
の
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
開
口
部
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

特
定
空
間
部
分
の
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
表
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
存
す
る
階
（
当
該
火
災
部
分
が
特
定
空
間
部
分
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
部
分
の
最
下
階
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
出
火
階
」
と
い
う
。

(ⅱ)

）
の
直
上
階
以
上
の
各
階
に
お
け
る
特
定
空
間
部
分
の
周
長
の
平
均
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類

高
さ

特
定
部
分

当
該
火
災
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
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壁
に
設
け
た
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も

高
い
位
置
か
ら
特
定
空
間
部
分
に
接
す
る

部
分
の
最
上
階
に
存
す
る
特
定
廊
下
等
の

天
井
ま
で
の
高
さ

特
定
空
間
部
分

当
該
火
災
部
分
の
床
面
の
最
も
高
い
位
置

か
ら
当
該
火
災
部
分
に
接
す
る
部
分
の
最

上
階
に
存
す
る
特
定
廊
下
等
の
天
井
ま
で

の
高
さ

当
該
火
災
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
各
開
口
部
の
下
端
の
う
ち
最
も
低
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い
位
置
か
ら
当
該
各
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
ま
で
の
高
さ
（
当
該
火
災
部
分

が
特
定
空
間
部
分
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
）
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
距
離

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
の
種
類

距
離

特
定
部
分

特
定
空
間
部
分
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こ
の
表
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
質
量
流
量
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

当
該
火
災
部
分
か
ら
の
噴
出
熱
気
流
の
運
搬
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

排
煙
口
が
直
接
外
気
に
接
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
給
気
口
（
特
定
空
間
部
分
の
壁
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・

(６)
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
設
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
排
煙
口
の
開
放
に
連
動
し
て
自
動
的
に
開
放
さ
れ
又
は
常
時

開
放
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
、
か
つ
、
排
煙
口
の
開
口
面
積
は
次
の

(６)

式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
開
口
面
積
以
上
と
す
る
こ
と
。
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

開
口
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

に
規
定
す
る
各
火
災
部
分
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
熱
気
流
の
質
量

(５)
(ⅱ)

流
量
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位

キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
秒
）

特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
熱
気
流
の
質
量
流
量
が
最
大
と
な
る
火
災
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
表
に
定
め
る
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
熱
気
流
の
質
量

高
さ

流
量
が
最
大
と
な
る
火
災
部
分
の
種
類

特
定
部
分

当
該
火
災
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け

た
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最
も
高
い
位
置
か
ら
排
煙
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口
の
中
心
ま
で
の
高
さ

特
定
空
間
部
分

当
該
火
災
部
分
の
床
面
の
最
も
高
い
位
置
か
ら
排
煙

口
の
中
心
ま
で
の
高
さ

特
定
空
間
部
分
に
設
け
た
給
気
口
の
開
口
面
積
の
合
計
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

二

当
該
二
以
上
の
部
分
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
火
炎
の
放
射
熱
が
、
特
定
空
間
部
分
を
通
じ
て
当
該
二
以
上

の
部
分
（
火
災
が
発
生
し
た
部
分
を
除
く
。
）
に
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
と
す

る
こ
と
。

イ

各
特
定
部
分
（
特
定
空
間
部
分
に
接
す
る
部
分
の
最
下
階
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
式
に
よ
っ

て
計
算
し
た
特
定
空
間
部
分
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
火
炎
に
よ
る
各
特
定
部
分
に
対
す
る
放
射
熱
が
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。
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こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
炎
に
よ
る
各
特
定
部
分
に
対
す
る
放
射
熱
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

特
定
空
間
部
分
の
床
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
の
床
面
（
当
該
特
定
部
分
に
接
す
る
特
定
廊
下
等
に
腰
壁
（

耐
火
構
造
の
壁
に
用
い
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
腰
壁
の
上
端
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

表
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
炎
の
放
射
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
へ
の
形
態
係
数

特
定
空
間
部
分
の
床
面
か
ら
当
該

火
炎
の
放
射
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
へ
の
形
態
係
数

特
定
部
分
の
床
面
ま
で
の
高
さ
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五
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合

五
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合

こ
の
表
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
炎
の
放
射
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
へ
の
形
態
係
数

特
定
空
間
部
分
の
床
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
の
床
面
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
特
定
部
分
に
接
す
る
特
定
廊
下
等
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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ロ

各
特
定
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
各
特
定
部
分
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
火
炎
に

よ
る
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
特
定
部
分
に
対
す
る
放
射
熱
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
八
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
炎
に
よ
る
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
特
定
部
分
に
対
す
る
放
射
熱
（
単
位

一
平

方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
炎
の
放
射
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
特
定
部

分
へ
の
形
態
係
数
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

火
炎
の
放
射
面
か
ら
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
特
定
部
分
へ
の
形
態
係
数

次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
床
面
（
当
該
階
に
存

す
る
特
定
廊
下
等
（
当
該
特
定
部
分
と
床
で
区
画
さ
れ
た
特
定
部
分
に
接
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
腰
壁
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
腰
壁
の
上
端
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
火
炎
の
上
端
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
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る
。

当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
床
面
か
ら
火
炎
の
上
端
ま
で
の
高
さ
（

単
位

メ
ー
ト
ル
）

前
号

に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
特
定
部
分
が
火
災
部
分
で
あ
る

(５)
(ⅱ)

場
合
の
特
定
空
間
部
分
に
お
け
る
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位

キ
ロ
ワ
ッ
ト

）

当
該
特
定
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
開
口
部
の
幅
の
合
計
（
単

位

メ
ー
ト
ル
）

当
該
特
定
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
開
口
部
の
上
端
の
う
ち
最

も
高
い
位
置
か
ら
当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
の
床
面
ま
で
の
鉛
直
距
離

及
び
当
該
開
口
部
か
ら
特
定
空
間
部
分
ま
で
の
水
平
距
離
の
合
計
（
単
位

メ
ー
ト

ル
）
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当
該
特
定
部
分
の
特
定
廊
下
等
に
面
す
る
壁
に
設
け
た
開
口
部
の
幅
の
合
計
（
単
位

メ
ー

ト
ル
）

当
該
特
定
部
分
の
存
す
る
階
の
直
上
階
に
存
す
る
特
定
廊
下
等
（
当
該
特
定
部
分
と
床
で
区

画
さ
れ
た
特
定
部
分
に
接
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


